
住宅の取得 住宅の増改築 ･
リフォーム

三世代同居 20 万円 15 万円

三世代近居 15 万円 10 万円

三世代同居・三世代近居のための
住宅取得費等の一部を助成しています！

　村では、若い世代の定住促進や世代間の支え合いによる子育て環境の充実などを実現するため、平成29年
４月１日以降に村外から転入し、村内で新たに三世代同居･三世代近居を始めた方で、一定の要件を満たす方
を対象に、住宅の取得、増改築またはリフォームに要した費用の一部を助成しています。詳細は、村公式ホー
ムページをご覧になるか、企画経営課までお問い合わせください。

　■助成対象者の主な要件
▽平成29年４月１日以降に、子世帯もしくは親世帯

またはその双方が村外から転入し、三世代同居･
三世代近居を開始していること。

▽三世代同居･三世代近居を１年以上継続する見込
みがあること。

▽住宅を取得、もしくは増改築･リフォームを行い、
その引渡しを受けた日から起算して１年以内に三
世代同居･三世代近居を開始していること（※申請
期限は、三世代同居･三世代近居を開始した日か
ら起算して１年以内）。または、三世代同居･三世
代近居を開始した日から起算して１年以内に住宅
を取得、もしくは増改築
･リフォームを行い、そ
の引き渡しを受けている
こと（※申請期限は、住
宅の引渡しを受けた日か
ら起算して１年以内）。

▽子世帯および親世帯のすべての構成員が、納期限が
到来している市区町村税を完納していること。

　■住宅の主な要件
▽三世代同居･三世代近居のために取得、または増

改築･リフォームを行った住宅で、平成29年４月
１日以降に引き渡しを受けていること。

▽賃貸を目的とした住宅でないこと。

　■助成金の額
　助成の対象となる経費に２分の１を乗じて得た額
とし、次の額を上限とします。

三世代のイメージ

親 子 孫

※孫は中学校卒業まで（胎児を含む）

「ひたちなかフェスタ2017」を開催します！

【申請･問い合わせ】企画経営課企画政策担当（☎282-1711 内線1336）

【問い合わせ】ひたちなか地区ＰＲ事業推進協議会事務局（ひたちなか市企画調整課内 ☎273-0111）
　　　　　　※当日は公園管理センター（☎265-9001）にお問い合わせください。

期日▼10月22日（日）　※荒天時は中止
時間▼午前９時30分から午後４時まで
　　　※混雑の状況等で開園時間が早まる場合が
　　　　あります。
場所▼国営ひたち海浜公園内（ひたちなか市馬渡）･
　　　水のステージ周辺

内容▼ひたちなか地区見学バスツアー、ひたちな
　　　か地区ＰＲコーナー、ご当地グルメなど
入園料▼無料（公園駐車場は有料）

ふわふわのコキアが真っ赤に染まり、見頃を迎える国営ひたち海浜公園で、東海村やひたちなか地区の魅
力を感じてみませんか？子どもから年配の方まで楽しめるイベントです。ぜひお越しください。

親 孫
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